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不動産担保型生活資金は、お手持ちの居住用不動産を担保として資

金を貸し付けることにより、住み慣れた地域において、将来にわたり

安定した生活を支援することを目的とした制度です。 

 

制 度 の 概 要 

○貸付限度額 

所有する不動産のうち、土地の評価額の７割を基準とします 

※ただし土地の評価額が原則として１，５００万円以上であること 
 

○貸 付 月 額 

３０万円までとします 
 

○貸 付 期 間 

借受人がご存命の期間、もしくは貸付金が貸付限度額に達するまでの期間 

※貸付金が貸付限度額に到達しても、借受人がご存命の期間は現在の住居にて 

居住を続けていただけます 
 

○据 置 期 間 

契約終了後３か月以内 
 

○償 還 期 間 

据置期間終了時までに連帯保証人等により対象不動産を売却し、貸付金および利子を

一括して償還いただきます 
 

○貸付手続き 

この資金の借入申込みにあたっては家庭訪問、不動産鑑定、貸付審査、登記・契約と

段階的な手続きを進めていくこととなります。このことから、申込みから貸付実行まで

には３か月程度の日数を要します。 

  

 

社会福祉法人 兵庫県社会福祉協議会 

 

不動産担保型生活資金 のしおり 



 

生活福祉資金貸付制度は、社会福祉による高齢者世帯への支援策の一つとして、住み慣れた場所

での生活を支援する「地域型の貸付」制度です。 

この資金のご利用にあたっては、借り入れの相談時から償還完了に至るまでの間、「社会福祉協

議会」がその支援にかかわります。 

また、本資金はご相談者の大切な不動産を担保として貸付を行う制度です。契約終了後の返済義

務は連帯保証人や推定相続人となられるご家族に発生することから、ご相談者本人はもちろんのこ

と、ご家族みなさまに、制度の内容について十分にご確認いただく必要があります。 

これらをご理解いただいた上で、この資金をご利用ください。 

兵庫県社会福祉協議会 

 

貸付の対象となる世帯 ※以下の要件をすべて満たしている世帯 

 低所得世帯（世帯の収入が市区町民税非課税程度の世帯）であること 

 高齢者世帯（世帯全員が６５歳以上）であること 

 同居人がいないこと（配偶者、両親、配偶者の両親の同居は可） 

 兵庫県内に不動産（土地、建物）を単独で所有していること（配偶者との共有可） 

※市街化調整区域に存立する物件ならびにマンションは対象となりません。 

 不動産（土地、建物）に利用権（貸借権等）や担保権（抵当権）が設定されていな

いこと 

 現在居住中の不動産に将来にわたって住み続ける予定であること 

 推定相続人全員の同意が得られること（うち１名は連帯保証人として設定） 

 

借受人・連帯借受人・連帯保証人 

（１）不動産を所有する者が貸付を受ける借受人（借入申込者）となります。 

（２）借入申込者が不動産を単独で所有せず、同居の配偶者と共有している場合は、配偶者を連

帯借受人として設定することが必要です。 

（３）推定相続人のうち１名を連帯保証人として設定することが必要です。 

 

貸付利率 

（１）年３％、もしくは４月１日時点の長期プライムレート（銀行長期最優遇貸出金利）のどち

らか低い方とします。 

 

貸付相談と申込みの方法 

（１）貸付相談や申込みの窓口は、兵庫県社会福祉協議会になります。 

まずはお電話にて本会までお問い合わせください。 

（２）電話で本会にご相談いただいたのち、制度利用の可能性が認められる場合は本紙の裏表紙

に記載する手順により手続きを進めます。 

～不動産担保型生活資金をご利用になる前に～ 

 



 
 

貸付審査 

（１）申請書類・不動産鑑定の結果などをもとに兵庫県社会福祉協議会で審査を行います。 

（２）次のような場合は、貸付が認められません。 

 資金の使途が、制度の趣旨や資金の目的と合致しない場合 

 本会及び各都道府県社会福祉協議会が実施する生活福祉資金の貸付を受けた借受

人・連帯借受人・連帯保証人で、返済が完了していない場合 

 世帯員が自己破産手続き中もしくは弁護士等に債務整理を依頼中の場合。及び現在

も債務整理に基づく返済中の場合。 

 世帯に暴力団構成員またはその関係者がいる場合 

 県社協が行う審査にあたって、各種調査に応じていただけない場合 

 

資金の交付方法 

（１）本会が借用書及び契約時に必要な書類を受理後、ご指定の金融機関の口座に送金します。 

（２）２回目以降の送金は、３か月ごとの送金となります。 

（３）送金にあたって、本会より随時世帯の状況確認を行います。定められた期日までに状況確

認が行えなかった場合には送金を停止します。 

 

届出義務について 

（１）借受人、連帯借受人及び連帯保証人の状況に著しい変化（死亡、破産、長期入院、施設入

所、生活保護受給等）が発生した場合は、県社協まで速やかに連絡してください。 

なお、それら事由を証明する書類の提出を求める場合があります。 

 

償還について 

（１）契約終了後３か月以内（据置期間内）に連帯保証人等により対象不動産を売却し、借入金

と利子を一括して償還いただきます。 

（２）一括償還いただけない場合については、根抵当権の実行による不動産競売を行います。 

 

そ の 他 

（１）貸付実施後３年ごとに不動産鑑定の再評価を行い、その結果に応じて貸付限度額等の見直

しが必要となる場合があります。なお、鑑定費用については借受人の負担となります。 

 

 

 

 

 

 



①借入申込書         

②申込者の戸籍謄本 

③世帯全員の住民票 

④世帯全員の非課税証明書 

⑤推定相続人の同意書 

 

【不動産に係る書類】 

⑥登記簿謄本 

⑦公図 

⑧地籍図 

 ⑨位置図 

⑩測量図 

⑪建物図面 

⑫固定資産税課税証明書 

申請書類をお預かりし、本会で事前審査のうえ、不動産鑑定を行います。 

申請書類、不動産鑑定の結果などをもとに、貸付審査を行います。 

貸付が決定した場合、決定通知をお送りします。契約証書の取り交わしと、土地・

建物について不動産登記をしていただきます。 

契約書が整い、不動産登記の完了が確認できた後、送金を開始します。 

ご相談から貸付実施までの流れ 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

○申込み・相談窓口 

社会福祉法人 兵庫県社会福祉協議会 生活資金部 
神戸市中央区坂口通 2－1－1 県福祉センター内 

ＴＥＬ 078－２４２－７９４４ 
 

受付時間：9：00～17：00（土日・祝日、年末年始を除く） 

制度利用の可能性が認められる方には、日程を調整させていただいた上で、本会

よりご家庭に訪問します。 

推定相続人の同意をいただき、必要書類を揃え、申請書をご提出いただきます。 

家庭訪問 

家庭訪問では、制度の説明をさせていただくと共に、世帯状況の

聞き取り、不動産の状況の確認をさせていただきます。 

借入を希望される方へは、訪問時に申請書をお渡しいたします。 

提出書類 

不動産鑑定 

不動産鑑定は、貸付申込後、基準額に達するか否の判断と貸付

限度額を決定するために行います。費用については、申請者の

ご負担となります。 

不動産登記・契約 

不動産登記は、貸付決定後、申込者が行います。（申込者が司

法書士へ登記を依頼） 

費用については、申請者のご負担となります。 

電話で兵庫県社会福祉協議会にご相談いただいたあと、世帯状況や固定資産税の

課税証明書などを確認させていただきます。 

① ご 相 談 

② 家 庭 訪 問 

③ 申 し 込 み 

④ 不動産鑑定 

⑥ 登記・契約 

⑤ 貸 付 審 査 

⑦ 送 金 
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